
養蜂家 各家畜保健衛生所 各農林事務所・農業普及所 実施主体

飼育情報

農薬空中散布の情報共有体制

蜜蜂飼育届提出時

農薬使用者等へ
の蜜蜂飼育情報
提供同意書

同意する
で提出 情報提供

○農薬の散布計画
確定

○被害軽減対策の
実行

・農薬の適正使用
の遵守

・蜜蜂活動時間帯
の散布回避

・農薬形状の検討

情報提供

提出
情報提供

（殺虫剤・殺虫殺菌剤）

○被害軽減対策の
実行

・巣箱の設置場所の
工夫・退避

※ 実施計画書は、原則、変更等の情報は含まれません（変更含めた実施報告のため）。
変更等の最新・詳細情報については、空中散布実施主体が情報提供元となります。

※ 防除は空中散布だけではないため、引き続き相互に情報収集が必要です。
※１ 相互の連絡先を確認後、お互いに情報収集・確認を行うこと。 ※２ 記載内容に不備等がある場合、確認願います。

蜜蜂飼育者一覧
リスト作成

空中散布
実施計画書

確認※２

農薬散布情報（変更含む）の情報提供※１

提出（無人
ヘリのみ）

空中散布
実施報告書

情報提供
（殺虫剤・殺虫殺菌剤）

空中散布
実施報告書

空中散布
実施計画書

養蜂家への
情報提供チェック養蜂家への

情報提供チェック
確認※２

農薬散布情報（変更含む）の確認※１

県ガイドライン様式２提出
（県ガイドライン様式１と併せて提出）

別添２


